
指定管理鳥獣捕獲等事業の実施の流れ 

指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画 

７条の２ 

（任意） 

（国指定鳥獣保護区を含む場合） 

結果報告 
（14条の2③） 

都道府県知事 

20日以内 

委託 
（14条の２⑦） 

国の機関 

作業計画 

確認 
（14条の２⑧） 

実施計画への適合確認 
適合を確認 

（14条の２⑤） 

指定管理鳥獣捕獲等事業の実施 
結果報告 

第二種特定鳥獣管理計画 

（任意） 

審議会その他合議制機関 
意見聴取（７条の２③） 

利害関係人 

環境大臣 

関係地方公共団体 

意見聴取（７条の２③） 

協議（７条の２③） 

協議（７条の２③） 

14条の２ 

利害関係人 

環境大臣 

関係地方公共団体 

（国指定鳥獣保護区を含む場合） 

意見聴取（14条の２④） 

協議（14条の２④） 

公表 
報告（７条の２③） 

協議（14条の２④） 

公表 
報告（14条の２④） 

国が実施する場合 

受託者 
（認定鳥獣捕獲等事業者等） 

夜間銃猟に関する作業計画 

環境大臣 

指定管理鳥獣の指定 

２条⑤ 

夜間銃猟を 
実施する場合 
（夜間銃猟の要件を
満たす認定鳥獣捕獲
等事業者に限る） 

 

受託者 
 

指定管理鳥獣捕獲
等事業の実施 

（国指定鳥獣保護区を含む場合） 

都道府県知事 

結果通知 
（14条の２⑥） 

30日以内 

夜間銃猟を 
実施する場合 

【記載事項】（７条の２②５） 
指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に関する事項 

【記載事項】（14条の２②） 
 ・指定管理鳥獣の種類 
 ・事業の実施期間 
 ・事業の実施区域 
 ・事業の目標  
 ・事業の内容（個体の放置、夜間銃猟含む） 
 ・実施体制 
 ・住民の安全確保等  

【作業計画記載事項】（14条の２⑧2） 
 ・夜間銃猟の実施日時 
 ・実施区域 
 ・実施方法 
 ・実施体制 
 ・夜間銃猟をする者 他 

資料１－４ 

※捕獲許可不要 
※（条件付きで）放置の禁止の緩和 

※集中的かつ広域的に管理が必要な鳥獣 

※（条件付きで）夜間銃猟の禁止の緩和 


